
）

R8年4月1日　～　R9年3月31日

１　現在、指定基準第192条第２項を満たすことができていない理由と具体的改善策
（詳細かつ具体的に記載すること）

２　現在の事業内容及び計画期間を通じて実施する事業内容

３　現在の生産活動に係る事業の収入額及び計画期間を通じて達成する事業収入目標額（1年間の額を記載）

(注)目標収入額は、「平均利用者数×平均労働時間×最低賃金額×平均利用日数×12か月」以上の額でなければならない。

４　現在の生産活動に伴う経費及び計画期間を通じて達成する必要経費の見込額（１年間の経費を記載）

５　生産活動に係る事業の収入－生産活動に伴う必要経費

６　現在の利用者の総賃金額及び計画期間後の利用者の総賃金額

※「現在」はいずれも、指定基準192条第２項を満たさないと判断された前年度１年間のものを記載すること。

※その他、社会福祉法人会計基準に基づく会計書類等、地方公共団体が必要と認める書類を添付させること。

別紙様式２－１

事業所所在地 静岡県浜松市浜名区於呂4201-9

連絡先 電話番号 053-583-1131 FAX番号 053-926-2943

事業所名称 社会福祉法人天竜厚生会　天竜福祉工場 代表者指名 伊藤　栄

【指定就労継続支援Ａ型事業所　経営改善計画書】

計画期間

（うち身体　14 知的　51 46 精神職員数 40 定員 80 利用者数 72

事業所の設置主体 社会福祉法人　・　民間企業　・　NPO法人　・　その他 設立年月日 昭和47年10月

15 その他

（主な費目）
クリーニング：648,611,666円
外部受注：     15,801,150円
ガソリン：     30,480,312円
天竜エコテラス：31,595,926円

（積算根拠）
クリーニング：  650,000,000円
外部受注：　　  16,000,000円
ガソリン：　　  32,000,000円
天竜エコテラス：33,086,971円

(未達成理由)
 「指定就労継続支援Ａ型における適正な運営に向けた指定基準の見直
し等に関する取扱い及び様式例について」において経営改善計画書を
提出する必要が無いと見込まれるため、別途様式2-1への記載にて賃金
向上計画とする。（平成29年3月30日障障発0330第4号厚生労働省社
会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知）

(具体的改善策)
・販路拡大（新規顧客の獲得）
・カーテンリース、フロアクリーニング事業の拡大
 （業務委託費の削減）

・クリーニング単価の見直し（ラバーシーツの単価改訂）
・機械類メンテナンス業務の強化、経費削減
・固定費の見直し

現在の事業内容 計画期間を通じて実施する事業内容

・クリーニング事業（リネンサプライ）
・フロアクリーニング事業（ワックス事業）
・日常清掃事業（施設外就労）
・自家給油所事業（ガソリンスタンド）

・クリーニング事業（リネンサプライ）
・フロアクリーニング事業（ワックス事業）
・清掃事業（施設外就労）
・自家給油所事業（ガソリンスタンド）
・天竜エコテラス事業（プラスチックごみ手選別作業）

（※）事業内容には、生産活動の内容、対象顧客、市場動向、競合相手の動向、改善後の事業内容に主に従事する者の数や属性（どのような資
格、経験等を持った者が担当するか等）について詳細に記載すること

現在の収入額 計画期間を通じて達成するべき目標収入額

726,489,054円 731,086,971円

現在の経費 計画期間を通じて見込まれる経費

518,159,739円 533,704,531円

（主な費目）
クリーニング：444,892,112円
外部受注：　　 14,712,732円
ガソリン：     43,012,219円
天竜エコテラス：15,542,676円

（積算根拠）
クリーニング： 460,436,904円
外部受注：　　　14,712,732円
ガソリン：　　　43,012,219円
天竜エコテラス：15,542,676円

現在の「収入－経費」 計画期間後の「収入－経費」

208,329,315円  197,382,440円

現在の支払い総賃金額 計画期間後の支払い総賃金額

158,222,515円 162,969,190円

（積算根拠）
クリーニング：142,831,773円
外部受注：　　　　　　　0円
ガソリン：　　　　　　　0円
天竜エコテラス：15,390,742円

（積算根拠）
クリーニング： 146,958,202円
外部受注：　　　　　　　 0円
ガソリン：　　　　　　　 0円
天竜エコテラス：16,010,988円

事業所代表者署名欄　　　井上　裕一

～Ｒ7年度まで

利用者の総賃金額 → 退職金共済の積立金・社会保険料の事業主負担分含む

Ｒ8年度～

利用者の総賃金額 → 平均賃金月額の算出方法に合わせ退職金共済の積立金・社会保険料の事業主負担分除く


